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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 完成工事高には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は、潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

完成工事高 (百万円) 35,116 40,748 39,138 90,887 106,227

経常利益
又は経常損失(△)

(百万円) △542 △1,006 △1,919 2,122 1,535

当期純利益 
又は中間純損失(△)

(百万円) △348 △505 △1,197 809 520

純資産額 (百万円) 27,623 28,891 28,373 30,144 30,464

総資産額 (百万円) 65,054 73,569 80,503 76,170 87,104

１株当たり純資産額 (円) 1,093.28 1,143.60 1,123.26 1,190.70 1,205.94

１株当たり 
当期純利益 
又は中間純損失(△)

(円) △13.81 △20.00 △47.40 29.60 20.61

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 42.5 39.3 35.2 39.6 35.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △854 △537 △2,023 3,289 △2,553

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 693 △1,812 △1,030 △1,858 △347

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,867 1,353 2,315 △3,609 3,582

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 1,553 1,469 2,461 2,486 3,177

従業員数 (名) 1,072 1,098 1,119 1,078 1,099



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 完成工事高には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」「１株当たり当期純利益又は中間純損失(△)」および「潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 「第37期」の１株当たり配当額20円は、特別配当5円を含んでおります。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

５ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

完成工事高 (百万円) 33,799 38,710 37,511 87,211 101,984

経常利益
又は経常損失(△)

(百万円) △492 △981 △1,954 1,934 1,220

当期純利益 
又は中間純損失(△)

(百万円) △293 △470 △1,219 717 341

資本金 (百万円) 5,158 5,158 5,158 5,158 5,158

発行済株式総数 (千株) 25,282 25,282 25,282 25,282 25,282

純資産額 (百万円) 27,333 28,480 27,677 29,687 29,816

総資産額 (百万円) 63,749 72,135 78,685 74,847 85,668

１株当たり配当額 (円) 7.50 7.50 7.50 20.00 15.00

自己資本比率 (％) 42.9 39.5 35.2 39.7 34.8

従業員数 (名) 900 925 938 911 922



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社の企業集団(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数であります。 

２ 従業員数には契約社員、出向受入者を含み、執行役員、顧問は含んでおりません。なお執行役員(専任)は 

18名であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

① 従業員数 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数であります。 

２ 従業員数には契約社員、出向受入者を含み、執行役員、顧問は含んでおりません。なお執行役員(専任)は 

18名であります。 

  

② 労働組合の状況 

昭和44年11月１日に新日本空調株式会社職員組合として発足し、労使関係は円満であり、特記すべ

き事項はありません。 

  

事業の部門別名称 従業員数(名)

一般空調 893

原子力施設空調 78

全社(共通) 148

合計 1,119

従業員数(名) 938



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や民間設備投資の増加などにより、景

気は緩やかな拡大を続けてまいりましたが、サブプライムローン問題に端を発する米国経済の減速懸

念や、原材料価格の高騰等により、先行き不透明感は払拭出来ない状況で推移いたしました。 

 建設業界におきましては、民間設備投資が高水準にあるものの、公共建設投資は依然として減少し

ており、引き続き厳しい受注環境が続いております。 

 このような環境下において、当社グループは、「総合営業力の強化」と「成長分野への経営資源の

集中」を重点課題として、当年度は特に利益重視の経営方針を推し進めております。その結果、受注

工事高は491億3千2百万円（前年同期比9.9％減）、完成工事高は391億3千8百万円（前年同期比4.0％

減）となりました。 

（受注工事高および完成工事高の内訳は下表に表示しております。） 

 一方、利益面におきましては、熾烈な企業間競争による価格低下と資材価格や労務費の高騰に加

え、過年度受注不採算物件で想定していた利益改善が見込み薄となる案件が複数発生したこと等の影

響により、完成工事総利益15億1千7百万円、利益率では3.9％と前年同期比0.4ポイントのダウンとな

り、加えて海外（台湾）債権に対する貸倒引当金を設定したことにより、営業損失は20億8百万円（前

年同期 営業損失12億5千1百万円）、経常損失は19億1千9百万円（前年同期 経常損失10億6百万

円）、中間純損失は11億9千7百万円（前年同期 中間純損失5億5百万円）となりました。 

  

 
上記の「合計」のうち産業空調工事・リニューアル工事の状況は下記のとおりであります。 

  

 
  

 
「第２ 事業の状況」に記載している金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

  

受注工事高(百万円) 完成工事高(百万円)

平成18年 
９月期

平成19年
９月期

前年同期比
(％)

平成18年
９月期

平成19年 
９月期

前年同期比
(％)

一般空調 
(うち海外)

51,397
(2,482)

45,954
(6,134)

△10.6
(147.1)

38,866
(6,511)

37,163
(3,464)

△4.4
(△46.8)

原子力施設空調 3,152 3,178 0.8 1,881 1,974 4.9

合計 54,550 49,132 △9.9 40,748 39,138 △4.0

産業空調 25,391 21,351 △15.9 19,455 16,042 △17.5

リニューアル 24,830 29,434 18.5 19,760 18,779 △5.0



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7億1千6百万円減少

し、24億6千1百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失18億5千1百万円に、売上債権、た

な卸資産、仕入債務等の増減を加えた結果、20億2千3百万円の減少（前年同期 5億3千7百万円の減

少）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券および投資有価証券の取得による支出が、有

価証券および投資有価証券の売却等による収入を12億1千6百万円上回ったことにより、10億3千万円の

減少（前年同期 18億1千2百万円の減少）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の増加26億7千2百万円により、23億1千5百

万円の増加（前年同期 13億5千3百万円の増加）となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループが営んでいる空調工事業では、生産実績を定義することが困難であり、請負形態をとって

いるため販売実績という定義は実態に即しておりません。 

よって受注及び販売状況については、「１ 業績等の概要」において記載しております。 

なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりであります。 

① 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

  

 
(注) １ 前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減があるものについては、期中受注工事

高にその増減額を含めております。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれております。 

２ 期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

３ 期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致します。 

  

② 受注工事高及び完成工事高について 

当社は建設市場の状況を反映して工事の受注工事高および完成工事高が平均化しておらず、 近３年

間についてみても次のように変動しております。 

  

 
(注) 百分比は請負金額比で示しております。 

  

期別 工事別
期首繰越 
工事高 
(百万円)

期中受注
工事高 
(百万円)

計

(百万円)

期中完成
工事高 
(百万円)

期末繰越工事高
期中
施工高 
(百万円)

手持
工事高

うち施工高

(百万円) (％) (百万円)

前中間会計期間
(自平成18年４月１日
至平成18年９月30日)

一般空調 52,866 49,202 102,069 36,828 65,241 11.1 7,272 38,953

原子力施設
空調

1,641 3,152 4,794 1,881 2,912 13.9 405 2,057

計 54,508 52,355 106,864 38,710 68,153 11.3 7,678 41,010

当中間会計期間
(自平成19年４月１日
至平成19年９月30日)

一般空調 46,512 43,331 89,843 35,537 54,306 13.0 7,065 39,076

原子力施設
空調

2,606 3,178 5,784 1,974 3,810 19.9 760 2,360

計 49,119 46,509 95,628 37,511 58,117 13.5 7,825 41,437

前事業年度
(自平成18年４月１日
至平成19年３月31日)

一般空調
 

52,866 
 

89,910 142,776 96,264 46,512 7.6 3,530 94,679

原子力施設
空調

1,641 6,684 8,326 5,720 2,606 14.2 370 5,827

計 54,508 96,595 151,103 101,984 49,119 7.9 3,900 100,506

期別
受注工事高(百万円) 完成工事高(百万円)

１年通期 
(A)

上半期
(B)

(B)/(A)
％

１年通期
(C)

上半期 
(D)

(D)/(C) 
％

第36期
(自平成16年４月１日
至平成17年３月31日)

77,441 35,353 45.7 85,165 33,712 39.6

第37期
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

85,708 37,359 43.6 87,211 33,799 38.8

第38期
(自平成18年４月１日
至平成19年３月31日)

96,595 52,355 54.2 101,984 38,710 38.0

第39期
(自平成19年４月１日
至平成20年３月31日)

― 46,509 ― ― 37,511 ―



③ 完成工事高 

  

 
(注) １ 完成工事高のうち主なものは、次のとおりであります。 

前中間会計期間完成工事のうち請負金額５億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

 
当中間会計期間完成工事のうち請負金額７億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

 
２ 完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先およびその割合は、次のとおりであります。 

前中間会計期間 

 
    当中間会計期間 

 
  

④ 手持工事高(平成19年９月30日現在) 

  

 
(注) 手持工事のうち請負金額10億円以上の主なものは、次のとおりであります。 

 
  

期別 区分
国内 海外 合計

官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

(A)
(百万円)

(A)/(B) 
(％)

(B) 
(百万円)

前中間会計期間
(自平成18年４月１日
至平成18年９月30日)

一般空調 2,193 28,930 5,703 15.5 36,828

原子力施設空調 115 1,766 ― ― 1,881

計 2,309 30,696 5,703 14.7 38,710

当中間会計期間
(自平成19年４月１日
至平成19年９月30日)

一般空調 2,224 30,259 3,053 8.6 35,537

原子力施設空調 58 1,915 ― ― 1,974

計 2,283 32,175 3,053 8.1 37,511

㈱東芝 四日市工場230棟第3期他機械設備工事

展茂光電股份有限公司 展茂光電(股)T3 C/R新建工程

㈱QVCジャパン ㈱QVCジャパン新配送センター建設工事

鹿島建設㈱ ソフトバンク新宿センター改修工事

㈱東芝 東芝四日市2006年度整備工事その1

公立八鹿病院組合 公立八鹿病院現地新築整備事業（空調衛生設備工事）

㈱東芝 四日市工場240棟第1期機械設備工事

鹿島建設㈱ 東京倶楽部ビルディング新築工事

戸田建設㈱ キヤノンファインテック新本社開発棟新築空調衛生設備工事

鹿島建設㈱ 新霞が関ビルディングリニューアル工事

㈱東芝 4,803百万円 12.4％

鹿島建設㈱
㈱東芝

4,541百万円
3,754百万円

12.1％

10.0％

区分
国内 海外 合計

官公庁
(百万円)

民間
(百万円)

(A)
(百万円)

(A)/(B) 
(％)

(B) 
(百万円)

一般空調 5,453 41,622 7,230 13.3 54,306

原子力施設空調 731 3,079 ― ― 3,810

計 6,185 44,701 7,230 12.4 58,117

清水建設㈱ PALM JUMEIRAH MARINA APARTMENTS 平成20年７月完成予定

㈱東芝 四日市工場240棟第2期機械設備工事 平成19年11月完成予定

首都高速道路公団 中央環状新宿線トンネル消火設備工事 平成22年３月完成予定

鹿島建設㈱ 新お茶の水ビルディング総合リニューアル工事 平成20年10月完成予定

物産不動産㈱ 三井物産本店ビル ファンコイルユニット更新

工事
平成21年６月完成予定



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更およ

び新たに生じた課題はありません。 

なお、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を以下のとおり定め

ております。 

1) 株式会社の支配に関する基本方針  

 国際的競争時代における企業文化の変容ならびに企業買収にかかわる法制度の変化等を踏まえると、企

業買収の対象となる会社の取締役会の同意を得ることなく行われる企業買収、すなわち敵対的買収のリス

クが高まっていると認識しています。このような認識を持ちながら買収防衛策を講じないまま企業経営を

行う場合、目先の株価維持・上昇を目的とした経営判断も求められかねず、中長期的に企業価値および株

主共同の利益の確保・向上に集中して取り組むためには、特段当社に対する買収提案が行われていない時

点において、あらかじめ買収防衛策を導入しておくことが必要不可欠であると判断いたしました。 

2) 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入  

 当社株式に対する大量買付が行われた際に、当該大量買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、

あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様の

ために交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に反

する大量買付を抑止することを目的とし、当社は平成19年５月11日に開催された取締役会において当社株

式の大量取得行為に関する対応策(買収防止策)(以下、「本プラン」といいます)の導入を決議し、平成19

年６月22日に開催の第38回定時株主総会に提出、承認されました。 

(1) 本プランの概要  

  ① 本プランの発動に係る手続の設定  

 本プランは、当社の株券等に対する20％以上の買付もしくはこれに類似する行為(以下「買付等」とい

います)が行われる場合に、買付等を行う者(以下「買付者等」といいます)に対し、事前に当該買付等に

関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆

様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めてい

ます。  

② 新株予約権の無償割当  

 買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益が害されるおそれがある時など、所定の要件を充足する場合には、当社は、当該買付者等

による権利行使は認められないとの行使条件および当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引換えに

新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます)を、その時

点の全ての株主に対して、保有株式１株につき１個の割合で、無償で割り当てます。  



③ 取締役会の恣意的判断を排するための独立委員会の利用  

 本プランにおいては、本新株予約権の無償割当の実施、不実施または取得等の判断について、当社取締

役会の恣意的判断を排するため、独立委員会規程に従い、当社取締役会から独立した組織である独立委員

会の判断を経るとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしてい

ます。なお、独立委員会の委員は、社外監査役および社外の有識者(弁護士、税理士、公認会計士、学識

経験者および取締役として経験のある社外者またはこれらに準ずる者)から選任するものとし、当初の独

立委員会は、社外監査役１名および社外の有識者２名により構成されております。  

＜独立委員会委員＞  

社外監査役  ：野 原 英 俊(常勤監査役)  

社外の有識者：菱 山 隆 二(企業行動研究センター 所長)  

社外の有職者：水 野 靖 史(フェアネス法律事務所パートナー 弁護士)   

④ 本新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得  

 本プランに従って本新株予約権の無償割当がなされた場合で、買付者等以外の株主の皆様により本新株

予約権が行使された場合、または当社による新株予約権の取得と引き換えに、買付者等以外の株主の皆様

に対して当社株式が交付された場合には、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は 大で50％まで

希釈化される可能性があります。 

  

(2) 本プランの高度な合理性  

  ① 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること  

 本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確

保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上

の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を完全に充足しています。  

  ② 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること  

 本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が

判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様の

ために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

③ 株主意思を重視するものであること  

 本プランは、平成19年６月22日に開催された第38回定時株主総会終結後から発効し、その有効期間は平

成22年３月期の事業年度に関する定時株主総会の終結のときまでといたします。なお取締役の任期は１年

となっていますので、取締役の選任を通じて株主の皆様の意思を反映させることが可能です。また、本プ

ランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、廃止する旨の決議が行われた場合、本プラン

はその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの存続の適否には、株主の皆様のご意向が反

映されることになっております。  

  ④ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示  

 独立委員会によって、当社取締役会が恣意的に本プランの発動を行うことがないよう、厳しく監視する

とともに、同委員会の判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業

価値・株主共同の利益にかなうように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。  



⑤ 合理的な客観的発動要件の設定  

 本プランは、あらかじめ定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないよう

に設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえ

ます。  

  ⑥ 外部専門家の意見の取得  

 買付者等が出現すると、独立委員会は当社の費用で独立した外部専門家(弁護士、税理士、公認会計

士、ファイナンシャルアドバイザーおよびコンサルタント等)の助言を得ることができるとしています。

これにより独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。 

  ⑦ デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと  

 当社取締役の任期は１年となっていますので、取締役の選任を通じて株主の皆様の意思を反映させるこ

とが可能です。さらに、本プランの有効期間中であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決

議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されま

す。  

 従って本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動

を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役の任期を１年としているためスローハ

ンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに

時間を要する買収防衛策)でもありません。  

  

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  



５ 【研究開発活動】 

当社は、企業行動憲章「環境に調和する技術の研究・開発を通して地球規模の環境保全に貢献する」に

基づき、「空気環境評価・改善技術」「エネルギー評価・省エネルギー技術」を主要テーマとする研究開

発を技術研究所が中心となって推進しています。 

その成果は、顧客が抱える課題解決を支援するためのソリューション技術として活用されるとともに、

事務所・店舗用途のビルや産業・原子力施設の新築およびリニューアル分野へ応用展開され、空気環境改

善と省エネルギーに寄与しています。 

当中間連結会計期間における研究開発費は、137百万円です。 

  

(主な研究開発活動) 

(1) 冷却・除湿分離方式による省エネ空調システムの開発と実用展開 

空調熱負荷を冷却と除湿に分離して処理することを基本原理として、当社独自の方式『Ｔ－ＰＡＳ

（Two-Processes Air-conditioning System）』を開発しました。本システムは、冷却については高効

率中温度冷凍機またはフリークーリングによる中温度冷水にて対応することで大幅な省エネを図るもの

であり、新規開発の小温度差大風量型の省エネファンコイルユニットによって温度ドラフトや温度ムラ

のない上質な室内環境を提供することができます。除湿には、従来の冷熱源や安価な夜間電力による氷

蓄熱の利用で対応します。年間冷房負荷が発生する大規模オフィスビルなどに適しており、従来の中央

式空調システムとの比較では年間約50％のエネルギー消費量削減が可能になるとともに、温室効果ガス

である二酸化炭素の大幅な排出削減に寄与しています。また、開発を進めているタスクアンビエント方

式による空調照明システム『ツインセーブ（TWINSAVE）』との組合せによって更なる省エネ性の向上も

期待できます。現在、実用展開に向けてお客様への提案活動を行っています。 

  

(2) 空気環境評価技術 

当社が独自に開発した微粒子可視化技術は、顧客が抱える室内の気流や塵埃に関する問題を解決する

ソリューション技術として、特に半導体や液晶などの製造環境改善に活用されています。蓄積してきた

可視化技術を応用して、液晶ディスプレイや光学用など多方面で使用されている工業フィルムを対象と

した『フィルム表面付着粒子観察装置』を新規に開発しました。本装置は、フィルム表面に付着した粒

子の状態を定量的かつ瞬時に観察することが可能であり、フィルム表面汚染防止装置の性能評価や歩留

まり向上などへの貢献が期待できます。 

 今後とも、空気環境分析での世界 高レベル技術としての開発を推進して行きます。 

  

(3) ソフトダクト消音技術の開発 

吸音材を用いた従来の消音器では難しいダクト系における低周波数域の消音技術として、ソフトダク

ト消音器の開発と商品化に向けた活動を進めています。本装置は、低減したい音の1/4波長に等しい深

さを持った音響管１対をダクトの向かい合う面に配置し、ダクトの内面に音圧が０になる音響的にソフ

トな境界を擬似的に形成させて消音を実現するものであり、空調・換気設備の騒音対策として期待でき

ます。現在、消音性能の確認を実施しています。 

  

なお、子会社においては、研究開発活動は行っておりません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、設備の新設および除却等の計画はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 84,252,100

計 84,252,100

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 25,282,225 25,282,225
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 25,282,225 25,282,225 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)
平成19年４月１日～ 
９月30日

― 25,282 ― 5,158 ― 6,887



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

    日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 224千株 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１－２－１ 3,706 14.65

新日本空調協和会 東京都中央区日本橋浜町２－31－１ 1,278 5.05

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 1,256 4.97

株式会社東芝 東京都港区芝浦１－１－１ 1,255 4.96

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３－33－１ 1,238 4.89

新日本空調従業員持株会 東京都中央区日本橋浜町２－31－１ 890 3.52

日本電設工業株式会社 東京都台東区池之端１－２－23 760 3.00

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２－11－３           627           2.48

日本ユニシス株式会社 東京都江東区豊洲１－１－１ 483 1.91

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２－27－２ 444 1.75

計 ― 11,941 47.23



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 当社所有の自己株式が単元未満株式欄の普通株式に62株含まれております。 

２ 証券保管振替機構名義の株式が「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に500株(議決権5個)、「単元未満

株式」欄の普通株式に80株それぞれ含まれております。 

３ 名義人以外から株券喪失登録のあった株式が「完全議決権株式」欄の普通株式に1,600株（議決権16個）含

まれております。 

  

  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)あります。 

なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式             ―        ― ―

議決権制限株式(自己株式等)             ―        ― ―

議決権制限株式(その他)             ―        ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式      22,200

       ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 25,165,600 251,656 ―

単元未満株式 普通株式      94,425        ― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数           25,282,225        ― ―

総株主の議決権             ― 251,656 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
新日本空調株式会社

東京都中央区日本橋
浜町２―31―１

22,200     ― 22,200 0.0

計 ― 22,200     ― 22,200 0.0

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 1,020 909 920 996 895 721

低(円) 820 820 846 853 690 586



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規

則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

  なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

    

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24

年建設省令第14号)に準じて記載しております。 

  なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

    

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)および前中間会計期間(平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)および当中間会計期間(平成19年４月１日から平成

19年９月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表なら

びに中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

  

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金預金 ※２ 1,522 2,505 3,220

   受取手形・完成工事 
   未収入金

※３ 30,666 35,515 48,318

   有価証券 2,576 5,143 3,452

   未成工事支出金等 7,457 7,504 3,482

   その他 4,683 5,977 2,810

   貸倒引当金 △119 △132 △204

    流動資産合計 46,785 63.6 56,513 70.2 61,080 70.1

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産 ※１

    建物・構築物 2,926 2,913 2,876

    その他 1,175 1,221 1,166

    有形固定資産計 4,101 4,134 4,043

   無形固定資産 515 402 445

   投資その他の資産

    投資有価証券 17,869 16,850 18,380

    その他 4,763 3,860 3,968

    貸倒引当金 △466 △1,257 △813

    投資その他の資産計 22,166 19,452 21,534

    固定資産合計 26,784 36.4 23,989 29.8 26,024 29.9

   資産合計 73,569 100.0 80,503 100.0 87,104 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形・工事未払金 ※３ 31,631 33,367 42,450

   短期借入金 3,085 5,784 3,145

   未成工事受入金 1,990 2,059 1,055

   役員賞与引当金 27 14 28

   完成工事補償引当金 82 90 92

   工事損失引当金 549 591 589

   その他 3,288 3,790 2,243

    流動負債合計 40,654 55.2 45,698 56.8 49,604 56.9

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 332 2,550 2,715

   退職給付引当金 2,616 2,677 2,641

   役員退職慰労引当金 64 42 64

   その他 1,010 1,161 1,615

    固定負債合計 4,024 5.5 6,431 8.0 7,036 8.1

   負債合計 44,678 60.7 52,129 64.8 56,640 65.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 5,158 5,158 5,158

   資本剰余金 6,887 6,887 6,887

   利益剰余金 13,200 12,650 14,037

   自己株式 △11 △14 △13

   株主資本合計 25,235 34.3 24,682 30.6 26,070 29.9

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

3,616 3,605 4,333

   為替換算調整勘定 38 85 60

   評価・換算差額等合計 3,655 5.0 3,691 4.6 4,393 5.1

   純資産合計 28,891 39.3 28,373 35.2 30,464 35.0

   負債純資産合計 73,569 100.0 80,503 100.0 87,104 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 完成工事高 40,748 100.0 39,138 100.0 106,227 100.0

Ⅱ 完成工事原価 38,978 95.7 37,620 96.1 98,971 93.2

   完成工事総利益 1,770 4.3 1,517 3.9 7,255 6.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 3,021 7.4 3,526 9.0 6,151 5.8

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△1,251 △3.1 △2,008 △5.1 1,104 1.0

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 98 66 173

   受取配当金 66 109 123

   為替差益 52 ― 44

   その他 66 95 203

   営業外収益合計 285 0.7 271 0.7 545 0.5

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 31 68 90

   有価証券売却損 5 ― 5

   為替差損 ― 112 ―

   その他 2 1 17

   営業外費用合計 39 0.1 182 0.5 114 0.1

   経常利益又は 
   経常損失(△)

△1,006 △2.5 △1,919 △4.9 1,535 1.4

Ⅵ 特別利益

   投資有価証券売却益 190 84 237

   貸倒引当金戻入益 184 71 ―

   係争和解金 140 ― 140

   その他 6 ― 17

   特別利益合計 522 1.3 156 0.4 395 0.4

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 ※２ 1 1 3

   減損損失 ※４ ― 81 ―

    ゴルフ会員権貸倒引当金 

   繰入額
4 ― ―

   その他 3 6 241

   特別損失合計 9 0.0 88 0.2 244 0.2

   税金等調整前当期純利益 
   又は税金等調整前 
      中間純損失(△)

△493 △1.2 △1,851 △4.7 1,686 1.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

51 0.1 11 0.0 631 0.6

   法人税等調整額 △39 △0.1 △666 △1.7 534 0.5

   当期純利益又は 
   中間純損失(△)

△505 △1.2 △1,197 △3.0 520 0.5



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 5,158 6,887 14,083 △10 26,119

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △315 △315

 取締役賞与（注） △61 △61

 中間純損失 △505 △505

 自己株式の取得 △1 △1

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
― ― △882 △1 △883

平成18年９月30日残高(百万円) 5,158 6,887 13,200 △11 25,235

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,981 43 4,024 30,144

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △315

 取締役賞与（注） △61

 中間純損失 △505

 自己株式の取得 △1

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△364 △4 △369 △369

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△364 △4 △369 △1,253

平成18年９月30日残高(百万円) 3,616 38 3,655 28,891



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 5,158 6,887 14,037 △13 26,070

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △189 △189

 中間純損失 △1,197 △1,197

 自己株式の取得 △1 △1

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円)
― ― △1,386 △1 △1,388

平成19年９月30日残高(百万円) 5,158 6,887 12,650 △14 24,682

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 4,333 60 4,393 30,464

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △189

 中間純損失 △1,197

 自己株式の取得 △1

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△728 25 △702 △702

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△728 25 △702 △2,090

平成19年９月30日残高(百万円) 3,605 85 3,691 28,373



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 5,158 6,887 14,083 △10 26,119

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △315 △315

 剰余金の配当 △189 △189

 取締役賞与（注） △61 △61

 当期純利益 520 520

 自己株式の取得 △3 △3

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
― ― △46 △3 △49

平成19年３月31日残高(百万円) 5,158 6,887 14,037 △13 26,070

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,981 43 4,024 30,144

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △315

 剰余金の配当 △189

 取締役賞与（注） △61

 当期純利益 520

 自己株式の取得 △3

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

351 16 368 368

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

351 16 368 319

平成19年３月31日残高(百万円) 4,333 60 4,393 30,464



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

  税金等調整前当期純利益 
    又は税金等調整前 
    中間純損失(△)

△493 △1,851 1,686

  減価償却費 182 195 378

  有形固定資産除却損 1 0 3

  減損損失 ― 81 ―

  投資有価証券売却損益 △190 △84 △237

  貸倒引当金の増加・ 
  減少(△)額

△180 371 252

  退職給付引当金等の増加・ 
  減少（△）額

△23 10 1

  工事損失引当金の増加・ 
  減少（△）額

△366 2 △326

  係争和解金 △140 ― △140

  受取利息及び受取配当金 △165 △175 △297

  支払利息 31 68 90

  売上債権の増加（△）・ 
  減少額

7,372 12,664 △11,076

  たな卸資産の増加(△)・ 
  減少額

△2,419 △4,020 1,558

  仕入債務の増加・ 
  減少(△)額

△1,130 △9,087 9,682

  未成工事受入金の増加・ 
  減少(△)額

△993 998 △1,934

  その他 △1,510 △1,351 △1,127

  取締役賞与の支払額 △61 ― △61

   小計 △85 △2,177 △1,546

  係争和解金 140 ― 140

  利息及び配当金の受取額 163 168 292

  利息の支払額 △31 △67 △101

  法人税等の支払額 △724 △78 △1,338

  法人税等の還付額 ― 132 ―

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△537 △2,023 △2,553

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

  有価証券の取得による支出 △1,541 △2,000 △1,541

  有価証券の売却等による 
  収入

1,777 347 1,973

  投資有価証券の取得による 
  支出

△3,925 △207 △4,289

  投資有価証券の売却等に 
  よる収入

2,057 642 2,136

  貸付による支出 △51 △9 △76

  貸付金の回収による収入 17 14 28

  その他 △146 180 1,420

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,812 △1,030 △347



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

  短期借入金の純増加額 1,687 2,672 1,124

  長期借入金の返済による 
  支出

― △167 △34

  配当金の支払額 △315 △189 △505

  その他 △18 △1 2,996

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

1,353 2,315 3,582

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△20 22 10

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加・減少（△）額

△1,016 △716 691

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

2,486 3,177 2,486

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

1,469 2,461 3,177



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関す

る事項

連結子会社数 ２社

連結子会社名

新日空サービス株式会社

新日本空調工程（上海）

有限公司

同左 同左

２ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

新日本空調工程（上海）有

限公司の中間決算日は６月

30日であります。 

中間連結財務諸表作成に当

たっては同中間決算日現在

の中間決算書を使用してお

ります。ただし、７月１日

から９月30日までの期間に

発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を

行っております。 

なお、新日空サービス株式

会社の中間決算日と中間連

結決算日は一致しておりま

す。

同左 新日本空調工程（上海）有

限公司の決算日は12月31日

であります。 

連結財務諸表作成に当たっ

ては同決算日現在の決算書

を使用しております。ただ

し、１月１日から３月31日

までの期間に発生した重要

な取引については、連結上

必要な調整を行っておりま

す。 

なお、新日空サービス株式

会社の決算日と連結決算日

は一致しております。

３ 会計処理基準に関

する事項

(1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの
同左

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

時価のないもの

移動平均法に基づく

原価法

なお、投資事業有限責任

組合およびそれに類する

組合への出資(証券取引

法第２条第２項により有

価証券とみなされるも

の)については、組合契

約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り

込む方法によっておりま

す。

時価のないもの

同左

なお、投資事業有限責任

組合およびそれに類する

組合への出資(金融商品

取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされる

もの)については、組合

契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で

取り込む方法によってお

ります。

時価のないもの

同左

なお、投資事業有限責任

組合およびそれに類する

組合への出資(証券取引

法第２条第２項により有

価証券とみなされるも

の)については、組合契

約に規定される決算報告

日に応じて入手可能な最

近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り

込む方法によっておりま

す。

②たな卸資産

未成工事支出金

個別法に基づく原価法

材料貯蔵品

移動平均法に基づく原

価法

②たな卸資産

同左

②たな卸資産

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 重要な減価償却

資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

建物(建物附属設備を

除く)：定額法

建物(建物附属設備を

除く)以外：定率法

①有形固定資産

建物(建物附属設備を

除く)：定額法

建物(建物附属設備を

除く)以外：定率法

①有形固定資産

建物(建物附属設備を

除く)：定額法

建物(建物附属設備を

除く)以外：定率法

  ただし、在外連結子会社

については、定額法を採

用しております。 

なお、耐用年数および残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。

  ただし、在外連結子会社

については、定額法を採

用しております。 

なお、耐用年数および残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。

  ただし、在外連結子会社

については、定額法を採

用しております。 

なお、耐用年数および残

存価額については、法人

税法に規定する方法と同

一の基準によっておりま

す。

(会計処理方法の変更) 

当社および国内連結子会

社は、法人税法の改正に

伴い、当中間連結会計期

間より、平成19年４月１

日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人

税法に基づく減価償却の

方法に変更しておりま

す。 

この変更に伴う損益に与

える影響は軽微でありま

す。

(追加情報) 

当社および国内連結子会

社は、法人税法の改正に

伴い、当中間連結会計期

間より、平成19年３月31

日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌

連結会計年度から５年間

で均等償却する方法によ

っております。 

これによる損益に与える

影響は軽微であります。

②無形固定資産

定額法

なお、耐用年数について

は法人税法に規定する方

法と同一の基準によって

おります。

ただし、ソフトウェア

(自社利用)については、

社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法

によっております。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(3) 重要な引当金の

計上基準

①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸

倒による損失に備えるた

め、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能

性を検討し、回収不能見

込額を計上しておりま

す。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

②役員賞与引当金

役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、

当連結会計年度における

支給見込額に基づき、当

中間連結会計期間に見合

う分を計上しておりま

す。

（会計処理方法の変更）

当中間連結会計期間から

「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11月

29日 企業会計基準第４

号）を適用しておりま

す。この結果、従来の

方法に比べて、営業損

失、経常損失および税

金等調整前中間純損失

が、それぞれ27百万円

増加しております。

②役員賞与引当金

役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、

当連結会計年度における

支給見込額に基づき、当

中間連結会計期間に見合

う分を計上しておりま

す。

②役員賞与引当金

役員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、

当連結会計年度における

支給見込額に基づき計上

しております。

（会計処理方法の変更）

当連結会計年度から「役

員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 

企業会計基準第４号）

を適用しております。

この結果、従来の方法

に比べて、営業利益、

経常利益および税金等

調整前当期純利益が、

それぞれ28百万円減少

しております。

③完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担

保、アフターサービス等

の費用に充てるため、過

去の実績等を勘案して見

積った額を設定しており

ます。

③完成工事補償引当金

同左

③完成工事補償引当金

同左

④工事損失引当金

受注工事の損失に備える

ため、手持工事のうち損

失の発生が見込まれ、か

つ金額を合理的に見積る

ことができる工事につい

て、その損失を見積った

額を設定しております。

④工事損失引当金

同左

④工事損失引当金

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

⑤退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

および年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会

計期間末において発生し

ていると認められる額を

計上しております。

数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法に

より按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度

から費用処理することと

しております。

⑤退職給付引当金

同左

⑤退職給付引当金

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

および年金資産の見込額

に基づき計上しておりま

す。

数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法に

より按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度

から費用処理することと

しております。

⑥役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

いに備えるため、役員退

職慰労金内規に基づく中

間期末要支給額を計上し

ておりましたが、平成17

年６月23日の定時株主総

会の日をもって役員退職

慰労金制度を廃止し、そ

れに伴い、在任中の取締

役および監査役に対して

当該総会までの期間に対

応する慰労金として、従

来の制度に基づいた金額

を、当該取締役および監

査役の退任時に支給する

旨を決議いたしました。

その結果、当中間連結会

計期間末の「役員退職慰

労引当金」として64百万

円を計上しております。

⑤役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

いに備えるため、役員退

職慰労金内規に基づく中

間期末要支給額を計上し

ておりましたが、平成17

年６月23日の定時株主総

会の日をもって役員退職

慰労金制度を廃止し、そ

れに伴い、在任中の取締

役および監査役に対して

当該総会までの期間に対

応する慰労金として、従

来の制度に基づいた金額

を、当該取締役および監

査役の退任時に支給する

旨を決議いたしました。

その結果、当中間連結会

計期間末の「役員退職慰

労引当金」として42百万

円を計上しております。

⑤役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払

いに備えるため、役員退

職慰労金内規に基づく期

末要支給額を計上してお

りましたが、平成17年６

月23日の定時株主総会の

日をもって役員退職慰労

金制度を廃止し、それに

伴い、在任中の取締役お

よび監査役に対して当該

総会までの期間に対応す

る慰労金として、従来の

制度に基づいた金額を、

当該取締役および監査役

の退任時に支給する旨を

決議いたしました。

その結果、当連結会計年

度末の「役員退職慰労引

当金」として64百万円を

計上しております。

(4) 重要なリース取

引の処理方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左



 
  

会計処理方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための重要な

事項

①完成工事高の計上基準

工事進行基準によってお

りますが、工期が１年未

満または請負金額が１千

万円未満については工事

完成基準を採用しており

ます。

①完成工事高の計上基準

工事進行基準によってお

りますが、工期が１年未

満または請負金額が１千

万円未満については工事

完成基準を採用しており

ます。

①完成工事高の計上基準

工事進行基準によってお

りますが、工期が１年未

満または請負金額が１千

万円未満については工事

完成基準を採用しており

ます。

なお、工事進行基準によ

る完成工事高は14,633百

万円であります。

なお、工事進行基準によ

る完成工事高は13,944百

万円であります。

なお、工事進行基準によ

る完成工事高は30,123百

万円であります。

②消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理

税抜方式によっておりま

す。

②消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理

同左

②消費税及び地方消費税に

相当する額の会計処理

同左

５ 中間連結(連結)キ

ャッシュ・フロー

計算書における資

金の範囲

手許現金、随時引き出し可

能な預金および容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。

同左 同左

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

当中間連結会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は、28,891百万円でありま

す。

なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、中間連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しております。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

当連結会計年度から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

および「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません。

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は、30,464百万円でありま

す。

なお、当連結結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。



表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(中間連結損益計算書)

 「ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額」はその金額に重要

性が増したため、区分掲記いたしました。なお、前中

間連結会計期間は特別損失の「その他」に1百万円含ま

れております。

─────

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

１ 前中間連結会計期間において営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めておりました「投資

有価証券売却損益」は重要性が増したため、当中間連

結会計期間において区分掲記することにいたしまし

た。なお、前中間連結会計期間の営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含めておりました「投

資有価証券売却損益」は12百万円であります。

─────

２ 前中間連結会計期間において財務活動によるキャッ

シュ・フローの「短期借入れによる収入」および「短

期借入金の返済による支出」は、総額で表示しており

ましたが、短期借入金については、借入期間が短く、

かつ回転が速い項目であるため、当中間連結会計期間

より「短期借入金の純増加額」として表示しておりま

す。なお、当中間連結会計期間の「短期借入金の純増

加額」に含まれている「短期借入れによる収入」は

5,202百万円、「短期借入金の返済による支出」は△

3,514百万円であります。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

4,153百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

4,126百万円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

4,225百万円

※２ 仕入債務のため担保に供して

いる資産は次のとおりであり

ます。

 現金預金 
 (定期預金)

27百万円

※２ 仕入債務のため担保に供して

いる資産は次のとおりであり

ます。

 現金預金
 (定期預金)

27百万円

※２ 仕入債務のため担保に供して

いる資産は次のとおりであり

ます。

現金預金
 (定期預金)

27百万円

※３ 中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間

連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の

満期手形が中間連結会計期間

末日の残高に含まれておりま

す。

 受取手形 159百万円

 支払手形 933百万円

※３ 中間連結会計期間末日の満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間

連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の

満期手形が中間連結会計期間

末日の残高に含まれておりま

す。

 受取手形 651百万円

 支払手形 481百万円

※３ 連結会計年度末日の満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。なお、当連結会計

年度の末日は金融機関の休日

であったため、次の満期手形

が連結会計年度末日の残高に

含まれております。

        受取手形      141百万円 

  支払手形      897百万円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目および金額

は、次のとおりであります。

従業員給料
手当

1,241百万円

退職給付費用 93百万円

地代家賃 327百万円

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目および金額

は、次のとおりであります。

従業員給料
手当

1,271百万円

退職給付費用 95百万円

地代家賃

 貸倒引当金繰
  入額

334百万円

 470百万円  

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち、主要な費目および金額

は、次のとおりであります。

従業員給料
手当

2,579百万円

退職給付費用 190百万円

地代家賃 660百万円

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。

建物・構築物 0百万円

機械・運搬具 
・工具器具備品

0百万円

合計 1百万円

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。
機械・運搬具・
工具器具備品

0百万円

その他 0百万円

合計 1百万円  

※２ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。

建物・構築物 0百万円

機械・運搬具 
・工具器具備品

2百万円

合計 3百万円

 ３  当社グループの完成工事高

は、通常の営業の形態とし

て、上半期に比べ下半期に完

成する工事の割合が大きいた

め、連結会計年度の上半期の

完成工事高と下半期の完成工

事高との間に著しい相違があ

り、上半期と下半期の業績に

季節的変動があります。

 ３  当社グループの完成工事高

は、通常の営業の形態とし

て、上半期に比べ下半期に完

成する工事の割合が大きいた

め、連結会計年度の上半期の

完成工事高と下半期の完成工

事高との間に著しい相違があ

り、上半期と下半期の業績に

季節的変動があります。

─────

当中間連結会計期間末に至る

１年間の完成工事高は次のと

おりであります。

前連結会計
年度下半期

55,770百万円

当中間連結
会計期間

40,748百万円

合計 96,519百万円

当中間連結会計期間末に至る

１年間の完成工事高は次のと

おりであります。

前連結会計
年度下半期

65,479百万円

当中間連結
会計期間

39,138百万円

合計 104,617百万円



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

─────

 

※４ 当社グループは以下の資産に

ついて減損損失を計上してお

ります。

場所 用途 種類
金額（百万

円）

東京都 
町田市

遊休資産 建物、土地 59

滋賀県 
大津市

遊休資産 建物、土地 11

大阪府 
大阪市

事業用資
産

建物、工具 
器具備品

10

計 81

      当社グループは、事業用資

産については管理会計上の区

分（支店等）ごとに、遊休資

産および賃貸用資産について

は個別の物件ごとに、また、

連結子会社については会社単

位でグルーピングを行ってお

ります。 

  その結果、上記の遊休資産

については用途区分の見直し

により、また、事業用資産に

ついては収益性の回復が見込

めないため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として計上し

ております。 

  なお、当該資産の回収可能

価額は正味売却価額としてお

り、重要性があるものについ

ては不動産鑑定基準に基づく

鑑定評価額等に合理的な調整

を行って算出した金額を採用

しております。

─────



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 1千株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 25,282 － － 25,282

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 17 1 － 18

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日 
定時株主総会

普通株式 315 12.50 平成18年３月31日 平成18年６月26日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月10日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 189 7.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 1千株 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 25,282 － － 25,282

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 20 1 － 22

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月22日 
定時株主総会

普通株式 189 7.50 平成19年３月31日 平成19年６月25日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月９日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 189 7.50 平成19年９月30日 平成19年12月７日



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 3千株 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 25,282 － － 25,282

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 17 3 － 20

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日 
定時株主総会

普通株式 315 12.50 平成18年３月31日 平成18年６月26日

平成18年11月10日 
取締役会

普通株式 189 7.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月22日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 189 7.50 平成19年３月31日 平成19年６月25日



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係(平成18年

９月30日)

現金預金勘定 1,522百万円

預入期間が
３か月を超える
定期預金

△52百万円

現金及び現金
同等物

1,469百万円

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係(平成19年

９月30日)

現金預金勘定 2,505百万円

預入期間が
３か月を超える
定期預金

△44百万円

現金及び現金
同等物

2,461百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係(平成19年３月31日)

現金預金勘定 3,220百万円

預入期間が
３か月を超える
定期預金

△43百万円

現金及び現金
同等物

3,177百万円

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機械・運搬
具・工具器
具備品

272 199 72

その他 92 56 36

合計 365 255 109

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機械・運搬
具・工具器
具備品

106 65 41

その他 86 45 41

合計 193 110 82

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械・運搬
具・工具器
具備品

137 91 45

その他 92 65 27

合計 229 157 72

② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 59百万円

１年超 51百万円

合計 111百万円

② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 36百万円

１年超 47百万円

合計 84百万円

② 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 40百万円

１年超 34百万円

合計 74百万円

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

 支払リース料 46百万円

 減価償却費
 相当額

44百万円

 支払利息
 相当額

1百万円

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

 支払リース料 25百万円

 減価償却費
 相当額

24百万円

 支払利息
 相当額

1百万円

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

 支払リース料 84百万円

減価償却費
相当額

81百万円

支払利息
相当額

3百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

同左



(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：百万円) 

 
(注) 有価証券の減損にあたっては、時価が取得原価を50％以上下落した場合に減損処理を実施しております。 

なお、30％以上50％未満下落した場合には、将来の回復可能性を検討した上で、減損処理を実施しておりま

す。 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び(中間)連結貸借対照表計上額 

(単位：百万円) 

 
  

  

(デリバティブ取引関係) 

  

 
  

種類

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

取得原価
中間連結 

貸借対照表 
計上額

差額 取得原価
中間連結
貸借対照表
計上額

差額 取得原価
連結貸借対 
照表計上額

差額

株式 9,408 15,637 6,228 9,096 15,335 6,238 9,555 16,970 7,414

債券

 社債 2,000 1,850 △149 2,000 1,859 △140 2,000 1,867 △132

合計 11,408 17,487 6,078 11,096 17,194 6,098 11,555 18,838 7,282

種類

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表
計上額

中間連結貸借対照表
計上額

連結貸借対照表 
計上額

その他有価証券

 非上場株式 590 778 728

 社債 1,097 1,700 999

 投資事業有限責任組合及び
それに類する組合への出資

500 1,550 497

 その他 770 770 770

合計 2,958 4,798 2,994

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日)

前連結会計年度末
（平成19年３月31日)

当社グループはデリバティブ取引を

行っていないので、該当事項はあり

ません。

同左 同左



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(平成19年４月１日

～平成19年９月30日)および前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

空調工事業の単一セグメントであり、記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日)および当中間連結会計期間(平成19年４月

１日～平成19年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がい

ずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

  

 
(注）１ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高でありま

す。 

２ 国または地域の区分の方法および各地域に属する主な国または地域 

(1) 国または地域の区分の方法    地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国または地域   東アジア ：中国、台湾 

 南西アジア：スリランカ 

  アフリカ ：ジブチ 

  その他  ：アラブ首長国連邦 

  

当中間連結会計期間(平成19年４月１日～平成19年９月30日) 

  
海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

  

 
(注）１ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高でありま

す。 

２ 国または地域の区分の方法および各地域に属する主な国または地域 

(1) 国または地域の区分の方法    地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国または地域   東アジア ：中国、台湾 

  東南アジア：シンガポール 

  アフリカ ：ジブチ 

  その他  ：アラブ首長国連邦、スリランカ 

  

東アジア 南西アジア アフリカ その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 3,501 122 2,155 732 6,511

Ⅱ連結売上高(百万円) 40,748

Ⅲ連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
8.6 0.3 5.3 1.8 16.0

東アジア 東南アジア アフリカ その他の地域 計

Ⅰ海外売上高(百万円) 4,664 1,523 2,822 2,079 11,090

Ⅱ連結売上高(百万円) 106,227

Ⅲ連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
4.4 1.4 2.7 1.9 10.4



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益又は中間純損失 

 
  

    （重要な後発事象） 

   該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 1,143.60円 １株当たり純資産額 1,123.26円 １株当たり純資産額 1,205.94円

１株当たり中間純損失 20.00円 １株当たり中間純損失 47.40円 １株当たり当期純利益 20.61円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日)

前連結会計年度末
（平成19年３月31日)

純資産の部の合計額

28,891百万円

純資産の部の合計額

28,373百万円

純資産の部の合計額

30,464百万円

純資産の部の合計額から控除する金

額

該当事項はありません。

純資産の部の合計額から控除する金

額

該当事項はありません。

純資産の部の合計額から控除する金

額

該当事項はありません。

普通株式に係る純資産額

28,891百万円

普通株式に係る純資産額

28,373百万円

普通株式に係る純資産額

30,464百万円

普通株式の発行済株式数

25,282千株

普通株式の発行済株式数

25,282千株

普通株式の発行済株式数

25,282千株

普通株式の自己株式数

18千株

普通株式の自己株式数

22千株

普通株式の自己株式数

20千株

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数

25,263千株

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数

25,259千株

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式の数

25,261千株

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間純損失

505百万円

中間純損失

1,197百万円

当期純利益

520百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

該当事項はありません。

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

該当事項はありません。

普通株式に係る中間純損失

505百万円

普通株式に係る中間純損失

1,197百万円

普通株式に係る当期純利益

520百万円

普通株式の期中平均株式数

25,264千株

普通株式の期中平均株式数

25,260千株

普通株式の期中平均株式数

25,263千株



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金預金 914 1,551 2,640

   受取手形 ※３ 4,314 2,943 3,099

   完成工事未収入金 25,712 31,956 44,119

   有価証券 2,576 5,143 3,452

   未成工事支出金等 7,127 7,155 3,503

   その他 ※４ 4,470 5,745 2,681

   貸倒引当金 △116 △128 △198

    流動資産合計 45,000 62.4 54,366 69.1 59,298 69.2

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産 ※１

    建物 2,804 2,804 2,760

    その他 1,268 1,302 1,255

    有形固定資産計 4,073 4,106 4,015

   無形固定資産 510 389 440

   投資その他の資産

    投資有価証券 17,963 16,942 18,474

    その他 5,031 4,100 4,229

    貸倒引当金 △444 △1,220 △789

    投資その他の資産計 22,551 19,822 21,914

    固定資産合計 27,135 37.6 24,318 30.9 26,370 30.8

   資産合計 72,135 100.0 78,685 100.0 85,668 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形 ※３ 3,081 2,218 3,820

   工事未払金 27,927 30,543 38,421

   短期借入金 3,060 5,759 3,120

   未払法人税等 54 52 145

   未成工事受入金 1,969 1,931 960

   役員賞与引当金 25 12 24

   完成工事補償引当金 80 89 90

   工事損失引当金 549 591 589

   その他 ※４ 2,947 3,455 1,713

    流動負債合計 39,695 55.0 44,653 56.7 48,886 57.1

Ⅱ 固定負債

   長期借入金 332 2,550 2,715

   退職給付引当金 2,556 2,603 2,574

   役員退職慰労引当金 61 39 61

   その他 1,010 1,161 1,615

    固定負債合計 3,960 5.5 6,354 8.1 6,965 8.1

   負債合計 43,655 60.5 51,007 64.8 55,852 65.2



 
  

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 5,158 5,158 5,158

   資本剰余金

    資本準備金 6,887 6,887 6,887

   資本剰余金合計 6,887 6,887 6,887

   利益剰余金

    利益準備金 593 593 593

    その他利益剰余金

    別途積立金 12,240 12,240 12,240

    繰越利益剰余金 △2 △789 619

   利益剰余金合計 12,831 12,044 13,453

   自己株式 △11 △14 △13

   株主資本合計 24,866 34.5 24,076 30.6 25,486 29.7

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

3,613 3,601 4,330

   評価・換算差額等合計 3,613 5.0 3,601 4.6 4,330 5.1

   純資産合計 28,480 39.5 27,677 35.2 29,816 34.8

   負債純資産合計 72,135 100.0 78,685 100.0 85,668 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 完成工事高 38,710 100.0 37,511 100.0 101,984 100.0

Ⅱ 完成工事原価 37,168 96.0 36,283 96.7 95,550 93.7

   完成工事総利益 1,541 4.0 1,228 3.3 6,433 6.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,781 7.2 3,280 8.8 5,660 5.5

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△1,239 △3.2 △2,051 △5.5 773 0.8

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 29 13 54

   その他 269 265 505

    営業外収益合計 298 0.8 278 0.7 560 0.5

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 31 68 90

   その他 8 113 23

    営業外費用合計 39 0.1 181 0.4 113 0.1

   経常利益又は 
   経常損失(△)

△981 △2.5 △1,954 △5.2 1,220 1.2

Ⅵ 特別利益 ※１ 521 1.3 154 0.4 395 0.4

Ⅶ 特別損失 ※2.5 8 0.0 88 0.2 244 0.3

   税引前当期純利益又は 
   税引前中間純損失(△)

△468 △1.2 △1,888 △5.0 1,370 1.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

51 0.1 1 0.0 478 0.5

   法人税等調整額 △49 △0.1 △670 △1.7 550 0.5

   当期純利益又は 
   中間純損失(△)

△470 △1.2 △1,219 △3.3 341 0.3



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 5,158 6,887 6,887

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注）

 取締役賞与（注）

 中間純損失

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ―

平成18年９月30日残高(百万円) 5,158 6,887 6,887

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 593 12,240 840 13,674 △10 25,710

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △315 △315 △315

 取締役賞与（注） △57 △57 △57

 中間純損失 △470 △470 △470

 自己株式の取得 △1 △1

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― △842 △842 △1 △844

平成18年９月30日残高(百万円) 593 12,240 △2 12,831 △11 24,866

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,977 3,977 29,687

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △315

 取締役賞与（注） △57

 中間純損失 △470

 自己株式の取得 △1

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△363 △363 △363

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△363 △363 △1,207

平成18年９月30日残高(百万円) 3,613 3,613 28,480



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 5,158 6,887 6,887

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 中間純損失

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ―

平成19年９月30日残高(百万円) 5,158 6,887 6,887

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 593 12,240 619 13,453 △13 25,486

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △189 △189 △189

 中間純損失 △1,219 △1,219 △1,219

 自己株式の取得 △1 △1

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― △1,409 △1,409 △1 △1,410

平成19年９月30日残高(百万円) 593 12,240 △789 12,044 △14 24,076

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 4,330 4,330 29,816

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △189

 中間純損失 △1,219

 自己株式の取得 △1

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△728 △728 △728

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△728 △728 △2,139

平成19年９月30日残高(百万円) 3,601 3,601 27,677



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 5,158 6,887 6,887

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注）

 剰余金の配当

 取締役賞与（注）

 当期純利益

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
  事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ―

平成19年３月31日残高(百万円) 5,158 6,887 6,887

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 593 12,240 840 13,674 △10 25,710

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △315 △315 △315

 剰余金の配当 △189 △189 △189

 取締役賞与（注） △57 △57 △57

 当期純利益 341 341 341

 自己株式の取得 △3 △3

 株主資本以外の項目の 
  事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― △220 △220 △3 △223

平成19年３月31日残高(百万円) 593 12,240 619 13,453 △13 25,486

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,977 3,977 29,687

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △315

 剰余金の配当 △189

 取締役賞与（注） △57

 当期純利益 341

 自己株式の取得 △3

 株主資本以外の項目の 
  事業年度中の変動額(純額)

352 352 352

事業年度中の変動額合計(百万円) 352 352 129

平成19年３月31残高(百万円) 4,330 4,330 29,816



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券

① 子会社株式

移動平均法に基づく

原価法

(1) 有価証券

① 子会社株式

同左

(1) 有価証券

① 子会社株式

同左

② その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法 

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

② その他有価証券

時価のあるもの

  同左

② その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価

格等に基づく時価法 

(評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)

時価のないもの 

移動平均法に基づく

原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

なお、投資事業有限責

任組合およびそれに類

する組合への出資(証

券取引法第２条第２項

により有価証券とみな

されるもの)について

は、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。

なお、投資事業有限責

任組合およびそれに類

する組合への出資(金

融商品取引法第２条第

２項により有価証券と

みなされるもの)につ

いては、組合契約に規

定される決算報告日に

応じて入手可能な最近

の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取

り込む方法によってお

ります。

なお、投資事業有限責

任組合およびそれに類

する組合への出資(証

券取引法第２条第２項

により有価証券とみな

されるもの)について

は、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。

(2) たな卸資産

① 未成工事支出金

個別法に基づく原価

法

(2) たな卸資産

同左

(2) たな卸資産

同左

② 材料貯蔵品

移動平均法に基づく

原価法



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を

除く)：定額法

建物(建物附属設備を

除く)以外：定率法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を

除く)：定額法

建物(建物附属設備を

除く)以外：定率法

(1) 有形固定資産

建物(建物附属設備を

除く)：定額法

建物(建物附属設備を

除く)以外：定率法

なお、耐用年数および

残存価額については、

法人税法に規定する方

法と同一の基準によっ

ております。

なお、耐用年数および

残存価額については、

法人税法に規定する方

法と同一の基準によっ

ております。

（会計処理方法の変更）

なお、耐用年数および

残存価額については、

法人税法に規定する方

法と同一の基準によっ

ております。

法人税法の改正に伴

い、当中間会計期間よ

り、平成19年４月１日

以降に取得したものに

ついては、改正後の法

人税法に基づく減価償

却の方法に変更してお

ります。 

この変更に伴う損益に

与える影響は軽微であ

ります。

（追加情報）

法人税法の改正に伴

い、当中間会計期間よ

り、平成19年３月31日

以前に取得したものに

ついては、償却可能限

度額まで償却が終了し

た翌事業年度から５年

間で均等償却する方法

によっております。 

これによる損益に与え

る影響は軽微でありま

す。

(2) 無形固定資産

定額法

なお、耐用年数につい

ては法人税法に規定す

る方法と同一の基準に

よっております。

ただし、ソフトウェア

(自社利用)について

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法によっており

ます。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の

貸倒による損失に備え

るため、一般債権につ

いては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特

定の債権については個

別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を

計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度におけ

る支給見込額に基づ

き、当中間会計期間に

見合う分を計上してお

ります。

（会計処理方法の変更）

当中間会計期間から

「役員賞与に関する会

計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年11

月29日 企業会計基準

第４号）を適用してお

ります。この結果、従

来の方法に比べて、営

業損失、経常損失およ

び税引前中間純損失

が、それぞれ25百万円

増加しております。

(2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度におけ

る支給見込額に基づ

き、当中間会計期間に

見合う分を計上してお

ります。

(2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるた

め、当事業年度におけ

る支給見込額に基づき

計上しております。
（会計処理方法の変更）

当事業年度から「役員

賞与に関する会計基

準」（企業会計基準委

員会 平成17年11月29

日 企業会計基準第４

号）を適用しておりま

す。この結果、従来の

方法に比べて、営業利

益、経常利益および税

引前当期純利益が、そ

れぞれ24百万円減少し

ております。
  

(3) 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担

保、アフターサービス

等の費用に充てるた

め、過去の実績等を勘

案して見積った額を設

定しております。

(3) 完成工事補償引当金

同左

(3) 完成工事補償引当金

同左

(4) 工事損失引当金

受注工事の損失に備え

るため、手持工事のう

ち損失の発生が見込ま

れ、かつ金額を合理的

に見積ることができる

工事について、その損

失を見積った額を設定

しております。

(4) 工事損失引当金

同左

(4) 工事損失引当金

同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務および年金資産の見

込額に基づき、当中間

会計期間末において発

生していると認められ

る額を計上しておりま

す。

数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残

存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定

額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理す

ることとしておりま

す。

(5) 退職給付引当金

同左

(5) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務および年金資産の見

込額に基づき計上して

おります。

数理計算上の差異は、

各事業年度の発生時に

おける従業員の平均残

存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定

額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理す

ることとしておりま

す。

(6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

払いに備えるため、役

員退職慰労金内規に基

づく中間期末要支給額

を計上しておりました

が、平成17年６月23日

の定時株主総会の日を

もって役員退職慰労金

制度を廃止し、それに

伴い在任中の取締役お

よび監査役に対して当

該総会までの期間に対

応する慰労金として、

従来の制度に基づいた

金額を、当該取締役お

よび監査役の退任時に

支給する旨を決議いた

しました。

その結果、当中間会計

期間末の「役員退職慰

労引当金」として、61

百万円を計上しており

ます。

(6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

払いに備えるため、役

員退職慰労金内規に基

づく中間期末要支給額

を計上しておりました

が、平成17年６月23日

の定時株主総会の日を

もって役員退職慰労金

制度を廃止し、それに

伴い在任中の取締役お

よび監査役に対して当

該総会までの期間に対

応する慰労金として、

従来の制度に基づいた

金額を、当該取締役お

よび監査役の退任時に

支給する旨を決議いた

しました。

その結果、当中間会計

期間末の「役員退職慰

労引当金」として、39

百万円を計上しており

ます。

(6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支

払いに備えるため、役

員退職慰労金内規に基

づく期末要支給額を計

上しておりましたが、

平成17年６月23日の定

時株主総会の日をもっ

て役員退職慰労金制度

を廃止し、それに伴い

在任中の取締役および

監査役に対して当該総

会までの期間に対応す

る慰労金として、従来

の制度に基づいた金額

を、当該取締役および

監査役の退任時に支給

する旨を決議いたしま

した。

その結果、当事業年度

末の「役員退職慰労引

当金」として、61百万

円を計上しておりま

す。



 
  

会計処理方法の変更 

  

 
  

  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

５ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

(1) 完成工事高の計上基準

工事進行基準によって

おりますが、工期が１

年未満または請負金額

が１千万円未満につい

ては工事完成基準を採

用しております。

(1) 完成工事高の計上基準

工事進行基準によって

おりますが、工期が１

年未満または請負金額

が１千万円未満につい

ては工事完成基準を採

用しております。

(1) 完成工事高の計上基準

工事進行基準によって

おりますが、工期が１

年未満または請負金額

が１千万円未満につい

ては工事完成基準を採

用しております。

なお、工事進行基準に

よ る 完 成 工 事 高 は

14,633百万円でありま

す。

なお、工事進行基準に

よ る 完 成 工 事 高 は

13,944百万円でありま

す。

なお、工事進行基準に

よ る 完 成 工 事 高 は

30,123百万円でありま

す。

(2) 消費税及び地方消費税

に相当する額の会計処

理

税抜方式によっており

ます。

(2) 消費税及び地方消費税

に相当する額の会計処

理

同左

(2) 消費税及び地方消費税

に相当する額の会計処

理

同左

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準

当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

および「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありませ

ん。

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は、28,480百万円でありま

す。

なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

───── 貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準

当事業年度から「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）およ

び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。これによ

る損益に与える影響はありません。

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は、29,816百万円でありま

す。

なお、当事業年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸

表等規則の改正に伴い、改正後の財

務諸表等規則により作成しておりま

す。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産

有形固定資産 
減価償却累計額

4,135百万円

有形固定資産 
圧縮記帳額

4百万円

※１ 有形固定資産

有形固定資産
減価償却累計額

4,099百万円

※１ 有形固定資産

有形固定資産 
減価償却累計額

4,201百万円

有形固定資産 
圧縮記帳額

4百万円

 

２ 次のとおり保証を行っており

ます。

新日空サービス㈱
の仕入債務に対す
る保証

0百万円

２ 次のとおり保証を行っており

ます。

新日空サービス㈱
の仕入債務に対す
る保証

16百万円

新日本空調工程
(上海)有限公司の 
金融機関からの借
入等に対する保証

49百万円

計 65百万円

２ 次のとおり保証を行っており

ます。

新日空サービス㈱
の仕入債務に対す
る保証

59百万円

新日本空調工程 
(上海)有限公司の 
金融機関からの借
入等に対する保証

50百万円

計 110百万円

※３ 中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。なお、当中間会計

期間の末日は金融機関の休日

であったため、次の満期手形

が中間会計期間末日の残高に

含まれております。

 受取手形 159百万円

 支払手形 933百万円

※３ 中間会計期間末日の満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。なお、当中間会計

期間の末日は金融機関の休日

であったため、次の満期手形

が中間会計期間末日の残高に

含まれております。

 受取手形 650百万円

 支払手形 481百万円

※３ 事業年度末日の満期手形の会

計処理については、手形交換

日をもって決済処理しており

ます。なお、当事業年度の末

日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が事業年

度末日の残高に含まれており

ます。

     受取手形       140百万円 
     支払手形       897百万円 
      

※４ 仮払消費税等および仮受消費

税等は相殺せず、それぞれ流

動資産の「その他」および流

動負債の「その他」に含めて

表示しております。

※４     同左 ─────



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却
益

190百万円

※１ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却
益

84百万円

※１ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却
益

237百万円

貸倒引当金戻入益 183百万円 貸倒引当金戻入益 69百万円       係争和解金     140百万円

 
係争和解金 140百万円

  

─────

３ 当社の完成工事高は、通常の

営業の形態として、上半期に

比べ下半期に完成する工事の

割合が大きいため、事業年度

の上半期の完成工事高と下半

期の完成工事高との間に著し

い相違があり、上半期と下半

期の業績に季節的変動があり

ます。

※２ 特別損失のうち主要なもの

  減損損失    81百万円

３ 当社の完成工事高は、通常の

営業の形態として、上半期に

比べ下半期に完成する工事の

割合が大きいため、事業年度

の上半期の完成工事高と下半

期の完成工事高との間に著し

い相違があり、上半期と下半

期の業績に季節的変動があり

ます。

※２ 特別損失のうち主要なもの

 貸倒引当金繰入額 232百万円

─────

当中間会計期間末に至る１年

間の完成工事高は次のとおり

であります。

前事業年度
下半期

53,412百万円

当中間会計 
期間

38,710百万円

合計 92,122百万円

当中間会計期間末に至る１年

間の完成工事高は次のとおり

であります。

前事業年度
下半期

63,274百万円

当中間会計
期間

37,511百万円

合計 100,785百万円

４ 減価償却実施額

有形固定資産 90百万円

無形固定資産 88百万円

４ 減価償却実施額

有形固定資産 98百万円

無形固定資産 92百万円

４ 減価償却実施額

有形固定資産 190百万円

無形固定資産 179百万円



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

───── ※５ 当社は以下の資産について減

損損失を計上しております。

場所 用途 種類
金額（百万

円）

東京都 
町田市

遊休資
産

建物、土地 59

滋賀県 
大津市

遊休資
産

建物、土地 11

大阪府 
大阪市

事業用
資産

建物、工具
器具備品

10

計 81

─────

     当社は、事業用資産につい

ては管理会計上の区分（支店

等）ごとに、遊休資産および

賃貸用資産については個別の

物件ごとにグルーピングを行

っております。 

  その結果、上記の遊休資産

については用途区分の見直し

により、また、事業用資産に

ついては収益性の回復が見込

めないため、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として計上し

ております。 

  なお、当該資産の回収可能

価額は正味売却価額としてお

り、重要性があるものについ

ては不動産鑑定基準に基づく

鑑定評価額等に合理的な調整

を行って算出した金額を採用

しております。



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 1千株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 1千株 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 3千株 

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(千株) 17 1 － 18

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(千株) 20 1 － 22

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(千株) 17 3 － 20



(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日)、当中間会計期間末(平成19年９月30日)および前事業年度末

(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

工具・器具 
・備品

173 133 39

その他 128 74 54

合計 302 208 94

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

工具・器具 
・備品

55 43 12

その他 113 58 54

合計 169 102 66

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

工具・器具
・備品

79 58 20

その他 128 87 41

合計 208 146 61

② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 52百万円

１年超 42百万円

合計 95百万円

② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 31百万円

１年超 36百万円

合計 68百万円

② 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 36百万円

１年超 26百万円

合計 63百万円

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 41百万円

減価償却費
相当額

39百万円

支払利息相
当額

1百万円

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 23百万円

減価償却費
相当額

22百万円

支払利息相
当額

0百万円

③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 74百万円

減価償却費
相当額

71百万円

支払利息相
当額

2百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

同左



(2) 【その他】 

第39期(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)中間配当については、平成19年11月９日開催の

取締役会において、平成19年９月30日の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。)に記載または記録され

た株主または登録質権者に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

 
  

① 中間配当金の総額 189百万円

② １株当たり中間配当金 7円50銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成19年12月７日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第38期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)平成19年６月25日関東財務局長に提

出 

(2)有価証券報告書の訂正報告書 

  事業年度 第38期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)の有価証券報告書に係る訂正報告書

であります。平成19年９月28日関東財務局長に提出 

  

  

  



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

新日本空調株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている新日本空調株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について

中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、新日本空調株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

以 上 

  

 

平成18年12月８日

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  鶴  野  隆  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  勝  又  三  郎  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

新日本空調株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている新日本空調株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、新日本空調株式会社及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

以 上 

  

 

平成19年12月６日

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  鶴  野  隆  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  勝  又  三  郎  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

新日本空調株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている新日本空調株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、新日本空調株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

以 上 

  

平成18年12月８日

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  鶴  野  隆  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  勝  又  三  郎  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

 

新日本空調株式会社 

 

  

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている新日本空調株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第39期事業年度の中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責

任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、新日本空調株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

以 上 

  

平成19年12月６日

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  鶴  野  隆  一  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  勝  又  三  郎  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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